
議案第３号 

 

福岡県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費

に関する条例の制定について 

  

 

上記の議案を提出する。 

 

令和２年２月１３日 

 

福岡県後期高齢者医療広域連合 

広域連合長  二 場 公 人 

 

理由 

地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律（平成２９年法律第２９号）に基づ

く会計年度任用職員制度の導入に伴い、会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関

し必要な事項を定めるもの。これが、この条例案を提出する理由である。 



 

 

福岡県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の給与、

費用弁償及び旅費に関する条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下

「法」という。）第２４条第５項並びに地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第２０３条の２第５項及び第２０４条第３項の規定に基づ

き、法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員（以下「会計

年度任用職員」という。）の給与、費用弁償及び旅費に関する事項を

定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号

に定めるところによる。 

(1) パートタイム会計年度任用職員 法第２２条の２第１項第１号

に規定する職員をいう。 

(2) フルタイム会計年度任用職員 法第２２条の２第１項第２号に

規定する職員をいう。 

(3) 職員 福岡県後期高齢者医療広域連合職員の給与に関する条例

（平成２１年条例第２号。以下「給与条例」という。）の適用を

受ける職員をいう。 

 （給与の種類） 

第３条 この条例による給与は、パートタイム会計年度任用職員にあっ

ては報酬及び期末手当とし、フルタイム会計年度任用職員にあっては

給料並びに地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び

期末手当（以下「各種手当」という。）とする。 

 （給与及び費用弁償の支払） 

第４条 この条例に基づく給与及び費用弁償の支払については、給与条

例第４条第１項の規定を準用する。この場合において、同項中「給与

」とあるのは「給与及び費用弁償」と、「職員」とあるのは「会計年

度任用職員」と読み替えるものとする。 

 （給料表） 

第５条 会計年度任用職員の給料表の種類は、福岡県職員の給与に関す

る条例（昭和３２年福岡県条例第４１号。以下「県職員給与条例」とい

う。）第６条第１項第１号の行政職給料表（別表第１）を準用する。 

２ 前項の規定により準用する給料表の改正が行われた場合は、翌年度

から適用する。 

 （報酬及び給料の基準） 



 

 

第６条 会計年度任用職員の職務の級及びその号給は、その職種ごとの

職務の複雑、困難及び責任の度並びに職務内容、免許資格、経験年数

等を考慮し、任命権者が決定する。 

 （報酬） 

第７条 報酬は日額とし、その日額は、第５条の規定による給料表並び

に第６条の規定による職務の級及び号給に応じた額を２１で除した額

とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、１日の勤務時間が７時間４５分と異なる

パートタイム会計年度任用職員の報酬日額は、前項の規定により算定

される額に当該勤務時間を７時間４５分で除して得た数を乗じて得た

額とする。 

３ 前２項の規定による報酬の額に５円未満の端数があるときは、これ

を切り捨て、５円以上１０円未満の端数があるときは、これを１０円

に切り上げた額をもって報酬の額とする。 

 （報酬に加算する額） 

第８条 次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員には、その区

分に応じて、当該各号に掲げる額を第７条に規定する報酬に加算して

支給する。 

(1) 給与条例第１０条の規定により準用する県職員給与条例第１３

条の２第２項に規定する地域に在勤するパートタイム会計年度任

用職員 職員に支給される地域手当の額に相当する額 

(2) 福岡県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関す

る条例（平成１９年条例第５号。以下「勤務時間条例」という。

）第１９条の規定により任命権者が定める勤務時間（以下「任命

権者が定める勤務時間」という。）を超える勤務若しくは休日に

おける任命権者が定める勤務時間中の勤務を命ぜられ又は任命権

者が定める勤務時間として午後１０時から翌日の午前５時までの

間に勤務するパートタイム会計年度任用職員 規則で定める勤務

した時間に対して、第１１条に規定する勤務１時間当たりの報酬

の額に規則で定める割合を乗じて得た額 

（給与の支給方法等） 

第９条 報酬の計算期間は、月の１日から末日までとする。 

２ 報酬の支給日は、勤務した月の翌月２１日とし、その日が日曜日、

土曜日又は休日（勤務時間条例第９条に規定する休日をいう。以下同

じ。）に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、

土曜日又は休日でない日とする。 



 

 

３ 休職にされ又は法第５５条の２第１項ただし書の許可を受けたパー

トタイム会計年度任用職員の給与については、給与条例第２２条及び

第２３条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「職

員」とあるのは「パートタイム会計年度任用職員」と、「給料」とあ

るのは「報酬」と読み替えるものとする。 

４ フルタイム会計年度任用職員の給与に関する次に掲げる事項につい

ては、職員の例による。 

(1) 給料の支給方法に関する事項 

(2) 通勤手当及び期末手当を除く各種手当の支給に関する事項 

(3) 給与の減額に関する事項 

(4) 勤務１時間当たりの給与額の算出に関する事項 

(5) 休職者及び専従休職者の給与に関する事項 

 （報酬の減額） 

第１０条 報酬の減額については、給与条例第１３条の規定を準用する。

この場合において、同条中「職員」とあるのは「パートタイム会計年度

任用職員」と、「第１６条に規定する勤務１時間当たりの給与額」とあ

るのは「パートタイム会計年度任用職員の勤務１時間当たりの報酬の

額」と読み替えるものとする。 

 （勤務１時間当たりの報酬の額） 

第１１条 勤務１時間当たりの報酬の額は、第７条第１項の規定による

報酬の額に職員に支給される地域手当の額に相当する額として規則で

定める額を加算した額を１００分の７７５で除して得た額とする。 

 （通勤手当） 

第１２条 通勤手当については、給与条例第１１条（第３項及び第５項

を除く。）の規定を準用する。この場合において、同条中「職員」とあ

るのは「フルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとする。 

 （期末手当） 

第１３条 次の各号のいずれにも該当する会計年度任用職員には、給与

条例第１８条第１項に規定する支給日に期末手当を支給する。 

(1) 給与条例第１８条第１項に規定する基準日（以下「基準日」と

いう。）に在職する者 

(2) 基準日現在で直前の基準日の翌日以降の任期の合計が６月以上

である者 

(3) １週間当たりの勤務時間が１５時間３０分以上の者 

２ 会計年度任用職員の期末手当の額は、給与条例第１８条第２項に規

定する方法により算定した額とする。 



 

 

３ 期末手当の支給については、前２項によるほか、給与条例第１９条

及び第２０条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中

「職員」とあるのは「会計年度任用職員」と読み替えるものとする。 

４ パートタイム会計年度任用職員の１週間当たりの勤務時間及び期末

手当基礎額の算定方法は、規則で定める。 

５ フルタイム会計年度任用職員の期末手当基礎額は、それぞれその基

準日現在において当該職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する

地域手当の月額の合計額とする。 

 （費用弁償） 

第１４条 通勤のため交通機関又は有料の道路（以下「交通機関等」と

いう。）を利用してその運賃又は料金（以下「運賃等」という。）を

負担すること、自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの（以下

「自動車等」という。）を使用すること又は通勤のため交通機関等を

利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例

とするパートタイム会計年度任用職員には、通勤に要する運賃等の額

に相当する額、給与条例第１１条第２項第２号に定める額を超えない

範囲で規則で定める額又はこれらの額の合計額を費用弁償として支給

する。 

２ パートタイム会計年度任用職員が公務のため旅行（福岡県後期高齢

者医療広域連合職員等の旅費に関する条例（平成１９年条例第７号。

以下「旅費条例」という。）第２条第１項第１号に規定する出張に限

る。次条において同じ。）したときは、旅費条例の適用を受ける職員

の例により支給される旅費の額に相当する額を費用弁償として支給す

る。 

３ 費用弁償の請求手続については、旅費条例第１２条の規定を準用す

る。この場合において、同条中「旅費」とあるのは「費用弁償」と、

「旅費額」とあるのは「費用弁償の額」と読み替えるものとする。 

４ 前３項に規定するもののほか、費用弁償に関し必要な事項は、規則

で定める。 

 （旅費） 

第１５条 フルタイム会計年度任用職員が公務のため旅行したときは、

職員の例により旅費を支給する。  

 （規則への委任） 

第１６条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 


